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タイ上場基準の改正に関する法務アッ

プデート 
 

 
 

タイ証券取引所（Stock Exchange of Thailand、以下「SET」）はこのほど、SET および代替市場

（Market for Alternative Investment、以下「mai」）への上場を申請する企業に対する上場基準を改

正することを公表しました。本改正は、タイの資本市場における信頼性を強化するとともに、業績

（利益）および株主資本の基準値を引き上げることで新規公開株式（以下「IPO」）の審査プロセスを

厳格化することを目的に施行されます。また、本改正により IPO 後の払込資本金に対する要件が

緩和されるため、収益性の高い中小企業の SETへの上場が促進されます。改正案は、2025 年 1

月 1日以降に提出される上場申請から適用される予定です。 

 

上場基準における主な改正内容は以下の通りです。 

 

1. 企業の良好な業績を反映するため、利益の基準値を引き上げ 

2. 好調な財務状況を反映するため、株主資本の基準値を引き上げ 

3. 好業績の中小企業の上場を奨励するために、SETに上場するための最低払込資本金（IPO後）

を引き下げ。maiに関しては、最低払込資本金の要件に変更はなし。 

4. 取引の流動性を高めるため、最低浮動株比率の基準値と IPO 時の最低公募株式数を引き上

げ 

改正前および改定後の上場規定を比較した表を以下の通りまとめました。改正された基準値を赤

字で記載しています。 
 

 SET mai 

現行 改正後 現行 改正後 

1. 純利益の下限額   
 

  

• 直近年度の純

利益 

3,000万バーツ 7,500万バーツ 1,000万バーツ 2,500万バーツ 

• 上場申請提出

前 2～3年の累

積純利益 

5,000万バーツ  1億 2,500万バーツ - 4,000万バーツ 
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 SET mai 

現行 改正後 現行 改正後 

2. IPO後の最低株

主資本額1 

3億バーツ 8億バーツ 5,000万バーツ 1億バーツ 

3. IPO後の最低払

込資本金額 

3億バーツ 1億バーツ 5,000万バーツ 5,000万バーツ 

4. 最低浮動株比率
2 

1. 少数株主の数: 

1,000 

2. 浮動株比率: 

• 25％ - 払込資

本金が 30億バ

ーツ未満の場合 

• 20％ - 払込資

本金が 30億バ

ーツ以上の場合 

 

1. 少数株主の数：
1,000 

2. 浮動株比率: 

• 30％ - 払込資本

金が 3億バーツ

未満の場合 

• 25％ - 払込資本

金が 3億バーツ

以上、30億バー

ツ未満の場合 

• 20% - 払込資本

金が 30億バーツ

以上の場合 

1. 少数株主の数：
1,000 

2. 浮動株比率: 

• 25％ - 払込資

本金が 30億バ

ーツ未満の場合 

• 20% - 払込資

本金が 30億バ

ーツ以上の場合 

1. 少数株主の数: 

300 

2. 浮動株比率: 

• 30％ - 払込資本

金が 3億バーツ未

満の場合 

• 25％ - 払込資本

金が 3億バーツ以

上、30億バーツ未

満の場合 

• 20% - 払込資本金

が 30億バーツ以

上の場合 

 

5. IPO時の最低公

募株式数 

• 払込資本金が 5

億バーツ未満の

場合、払込資本

金の 15％ 

• 払込資本金が 5

億バーツ以上の

場合、払込資本

金の 10％また

は 7,500万バー

ツ3（いずれか高

い方） 
 

• 払込資本金が 3

億バーツ未満の

場合、払込資本金

の 20％ 

• 払込資本金が 3

億バーツ以上 5

億バーツ未満の

場合、払込金額の

15％または 6,000

万バーツ4（いずれ

か高い方） 

• 払込資本金が 5

億バーツ以上の

場合、払込資本金

の 10％または

7,500万バーツ5

（いずれか高い

方） 
 

払込資本金の

15％ 

SETの改正基準

と同じ 

上記の改正は、2025 年以降に上場申請を予定している企業に多大なる影響を与えますが、株式

発行者の質を強化することで、タイの資本市場における投資家の更なる信頼と信用を得ることに繋

がると考えられます。

 
1 上場申請前の株主資本金が 0以上である必要があります。 
2本改正の施行後は、SETとmaiは少数株主の数を除き、最低浮動株比率は同一になります。 
3 額面金額で計算しています。 
4 額面金額で計算しています。 
5 額面金額で計算しています。 
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* この日本語版レポートは日系企業の皆様を対象に英語版のオリジナルを翻訳したものです。英語版と日本語版との間に齟齬

がある場合は英語版を優先します。また、タイ国における法令の改正動向等の情報提供を目的に発行されたものであり、全て

の事例に対して適用されない場合があります。特定の案件につきましては、別途弊社までご相談下さい。弊事務所の許可なく

このレポートの全部又は一部を転載することを禁止します。ご不明の点がありましたら、弊事務所 (電話番号：（662）844-

1000）までお問い合わせ下さい。 
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